
１．工事概要等

（１）工事名 奈良先端大基幹・環境整備（給水設備Ⅱ）工事

（２）工事場所 奈良県生駒市高山町８９１６－５、８９１６－１９（奈良先端科学技術大学院大学構内）

（３）工事概要 別冊図面、仕様書及び現場説明書のとおり。

（４）工期 契約締結日の翌日から令和８年３月１３日（金）まで。

２．資料の構成

〇別紙様式２ 競争参加資格確認申請書

 ・ 「競争参加資格認定通知書」の写し

 ・ 「経営規模等評価結果通知書／総合評定値通知書」の写し（直近分）

〇別紙様式２・別紙１： 同種工事の施工実績

 ・ 平面図等の資料の写し

〇別紙様式２・別紙２： 企業の工事成績

〇別紙様式２・別紙３： 配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験及び工事成績

 ・ 平面図等の資料の写し

〇別紙様式２・別紙４： 事故及び不誠実な行為の有無

〇別紙様式２・別紙５： 地理的条件（緊急時の施工体制）

〇別紙様式２・別紙６： ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況

 ・ 認定を有していることを証明できる資料

※ＣＯＲＩＮＳ：財団法人日本建設情報総合センターが提供する工事実績情報サービス

※資料の作成及び添付資料について「３．作成要領」及び各様式の指示に従うこと。

（※ＣＯＲＩＮＳの工事カルテがない場合）
 ・ 契約書 （当該配置技術者の同種工事の施工実績として記載した工事
　 に関するもの）
 ・ 担当技術者証明書等 （参考資料「担当技術者証明書様式」を参照）

 ・ 自社社員であることを証明できるもの

※別紙様式２・別紙１ 及び 別紙様式２・別紙３に添付するＣＯＲＩＮＳの工事カルテや平面図等の資料
が重複する場合、いずれかに添付すればよい。

 ・ 工事成績評定通知書（令和３年度以降に完成した工事）

 ・ 営業停止及び指名停止の通知書の写し　※「有」の場合

　※該当する場合

 ・ 資格者証又は免許証の写し
（※監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証
の写し ）

　※「有」の場合

【提出書類】

競争参加資格確認資料作成要領

　（添付資料）

　（添付資料）  ・ ＣＯＲＩＮＳの工事カルテの写し　（平成２２年度以降に完成したもの。）

（※ＣＯＲＩＮＳの工事カルテがない場合）
 ・ 契約書（同種工事の施工実績として記載した工事に関するもの）

　（添付資料）  ・ ＣＯＲＩＮＳの工事カルテの写し　（平成２２年度以降に完成したもの。）

 ・ 工事成績評定通知書（令和５年度以降に完成した工事）　※該当する場合

（※競争参加資格認定の申請または更新手続き中の場合）
 ・申請または更新手続き中であることがわかる資料



３．作成要領

【同種工事の施工実績】

提出資料の用紙サイズはＡ４判（図面に関してはＡ３でも可）とし、簡潔に記載すること。

　文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等（別表１）に、令
和５年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事
の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載する
こと。
　また、判断できない事例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に
記載すること。

〇別紙様式２・別紙１：
同種工事の施工実績

同種工事の施工実績に関し、必要事項を記載すること。

〇別紙様式２・別紙２：
企業の工事成績

（１） 工事成績評定点の平均点

（２） 工事の品質に関わる重大な問題の有無

ただし、２年連続で各年度の平均点が６５点未満の場合は、入札に参加
できない。

記載事項 記載内容に関する留意事項及び記載要領

　平成２２年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、国、国立大
学法人、特殊法人等及び地方公共団体施設において、受水槽・高置水
槽設備（屋内外を問わない。）又は簡易専用水道設備の新設又は改修
工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）。
　経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員の
うち一者が上記の施工実績を有すること。

以下を満たす工事の施工実績を有する場合、当該工事の件数、合計点
及び平均点を記載すること。
　１）別表２「工事成績相互利用登録機関」に記載の機関が発注した工事
　２）令和５年度以降に完成した工事

なお、回答が「有」の場合は、入札に参加できない。



（１） 配置予定技術者の資格・工事経験

①

②

（ア）

（イ）

③

・

・

・

・

（２） 工事成績

①

法令における資格・免許
建設業法で求める監理技術者又は主任技術者（管工事関連）として従
事可能な資格を記載し、資格証、免許証の写しを添付すること。

（以下、留意事項）

配置予定技術者の同種工事の施工経験として挙げた工事が以下の条
件を満たす場合は、工事成績を記載すること。（主任（監理）技術者又は
現場代理人として従事したもののみ評価する。）
併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。
　１）別表２「工事成績相互利用登録機関」に記載の機関が発注した工事
　２）令和３年度以降に完成した工事

同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合、他
の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなく
なったときは、直ちに提出した資料の取下げ又は入札の辞退を行うこと。
これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措置要領に
基づく指名停止を行うことがある。

経常建設共同企業体については、全ての構成員が①に定める工事経験
を有する監理（主任）技術者を配置すること。

技術者が平成２２年度以降に当該工事と同種の工事に従事した
中から代表的なもの１つに関し、必要事項を記載すること。

〇別紙様式２・別紙３：
配置予定技術者の資格、
同種工事の施工経験及び
工事成績

入札説明書４（６）に定める配置予定の技術者の資格、同種工事の施工経験、
工事成績及び申請時における他工事の従事状況を記載すること。

申請時における他工事従事状況等
配置予定の技術者が資料提出日現在において他の工事の技術者として
従事している場合は、具体的な工事名称等及び本工事と重複する場合
の対応措置を記載すること。

技術者が自社社員であることを証明できるもの（監理技術者資格
者証、健康保険被保険者証、雇用保険被保険者証等の写し）を
添付すること。

ただし、６５点未満である場合は、入札に参加できない。

実際の施工にあたって、配置予定の技術者を変更できるのは、病休、死
亡、退職等の場合に限る。

複数の候補技術者を記載する場合、工事成績評定の点数が最も低い技
術者の点数をもって評価するものとする。

技術者の工事経験



　①　事業所所在地：

　②　技術者保有資格：

４．実施上の留意事項

（１） 　資料の作成及び提出に要する費用は、資料の提出者の負担とする。

（２） 　提出された資料を無断で使用することはない。

（３） 　提出された資料は返却しない。

（４） 　資料の提出期限以降における資料の差し替え及び再提出は認めない。

（５） 　資料に虚偽の記載をした者は，「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領につい
て」（平成１８年１月２０日付け１７文科施第３４５号文教施設企画部長通知）に基づく指名停止を
行うことがある。

　全国又は近畿地区において、文部科学省から指名停止措置を受けたもの及
び奈良県内において営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準とし
て、指名停止措置の期間終了後６ヶ月以内のものを全て記載する。
　なお、「有」の場合は通知書の写しを添付すること。

〇別紙様式２・別紙４：
事故及び不誠実な行為の
有無

緊急時の施工体制に関して、拠点となる事業所について記載すること。〇別紙様式２・別紙５：
地理的条件（緊急時の施
工体制）

生駒市又は奈良県内における生駒市に隣接する市町村に所在する本
店、支店、営業所及び技術者が常駐している拠点を記載すること。

常駐する技術者が保有する、監理技術者（管工事関連）、１級管工事施
工管理技士又はこれらと同等以上の資格を記載すること。

複数の資格を有する者については、代表的な資格を一つ記載し、当該
資格でのみ人数を計上すること。

別紙「実績評価型総合評価落札方式における評価項目、評価基準及び得点
配分」の表中「ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況」に掲げる認
定状況を記載すること。

　※「有」の場合
 ・ 認定を有していることを
証明できる資料


